
 

東久留米市介護保険条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第８条まで （現行のとおり） 第１条から第８条まで （略） 

（保険料率） （保険料率） 

第９条 令和６年度から令和８年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

第９条 令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率は、次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９条

第１項第１号に掲げる者 ２９,７００円 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９条

第１項第１号に掲げる者 ３１,８００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

３８,９００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４２,４００円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４６,３００円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４９,５００円 

（４）から（７）まで （現行のとおり） （４）から（７）まで （略） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９８,７

００円 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９１,３

００円 

ア及びイ （現行のとおり） ア及びイ （略） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １１５,

７００円 

（９） 次のいずれかに該当する者 １１１,

１００円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

イ （現行のとおり） イ （略） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １２

４,６００円 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １１

４,６００円 

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

ア 合計所得金額が４００万円以上５００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

イ （現行のとおり） イ （略） 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １４

０,５００円 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １３

２,３００円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

ア 合計所得金額が５００万円以上６００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

イ （現行のとおり） イ （略） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １４

８,３００円 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １３

３,８００円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

ア 合計所得金額が６００万円以上７００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

イ （現行のとおり） イ （略） 

（１３） 次のいずれかに該当する者 １５

１,０００円 

（１３） 次のいずれかに該当する者 １４

０,８００円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上１,００

０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

ア 合計所得金額が７００万円以上１,００

０万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

イ （現行のとおり） イ （略） 

（１４） 次のいずれかに該当する者 １６

２,４００円 

（１４） 次のいずれかに該当する者 １５

１,５００円 

ア及びイ （現行のとおり） ア及びイ （略） 



 

（１５） 前各号のいずれにも該当しない者 

１６５,５００円 

（１５） 前各号のいずれにも該当しない者 

１５４,３００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和６年度から

令和８年度までにおける保険料率は、同号の規

定にかかわらず、１７,７００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につい

ての保険料の減額賦課に係る令和３年度から

令和５年度までにおける保険料率は、同号の規

定にかかわらず、１７,７００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和６年度から令和８年度までにおける保険

料率について準用する。この場合において、前

項中「１７,７００円」とあるのは、「２４,７

００円」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和３年度から令和５年度までにおける保険

料率について準用する。この場合において、前

項中「１７,７００円」とあるのは、「２４,７

００円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和６年度から令和８年度までにおける保

険料率について準用する。この場合において、

第２項中「１７,７００円」とあるのは、「４

６,０００円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和３年度から令和５年度までにおける保

険料率について準用する。この場合において、

第２項中「１７,７００円」とあるのは、「４

６,０００円」と読み替えるものとする。 

第１０条 （現行のとおり） 第１０条 （略） 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取

得、喪失等があった場合） 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格取

得、喪失等があった場合） 

第１１条 （現行のとおり） 第１１条 （略） 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第

１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権

を有するに至った者及び（１）に係る者を除

く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、

第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第

８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、

第１２号ロ又は第１３号ロに該当するに至っ

た第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該

当するに至った日の属する月の前月まで月割

りにより算定した当該第１号被保険者に係る

保険料の額と当該該当するに至った日の属す

る月から令第３９条第１項第１号から第１３

号までのいずれかに規定する者として月割り

により算定した保険料の額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第

１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権

を有するに至った者及び（１）に係る者を除

く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、

第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第

８号ロ又は第９号ロに該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該該当する

に至った日の属する月の前月まで月割りによ

り算定した当該第１号被保険者に係る保険料

の額と当該該当するに至った日の属する月か

ら令第３９条第１項第１号から第９号までの

いずれかに規定する者として月割りにより算

定した保険料の額の合算額とする。 

４ （現行のとおり） ４ （略） 

第１２条から第２４条まで （現行のとおり） 第１２条から第２４条まで （略） 

 


